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仕  様  書 

 

 

１ 件名 外国語教育推進事業に係る外国語指導助手（ＡＬＴ）派遣業務 

 

２ 目的 

  外国語指導助手（以下「ＡＬＴ」という。）を小学校及び中学校に配置することにより、

生きた英語に接する機会を提供し、小中学校における外国語教育の一層の推進を図ること

を目標とする。 

  そのために、学習指導要領で求められている４技能の総合的な育成を重要な施策と位置

づけ、より質の高い教育環境の充実に向けて、派遣事業者と教育委員会が連携を図り、コ

ーディネーターＡＬＴを中心に、他のＡＬＴや教職員と協力しながら外国語教育を推進す

ることとする。 

 

３ 派遣業務予定期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

４ 派遣予定場所 

  君津市内の小・中学校 

  他、本市が指定する場所 

 

５ 就業人数 ８名（そのうちコーディネーターＡＬＴを配置するものとする） 

 

６ 派遣日及び派遣時間等 

（１）派遣日は、君津市小中学校及び中学校管理規則第１８条の２に規定する休業日を除き、

原則として月曜日から金曜日までとする。ただし、学校行事の関係で事前に双方の合意

がある場合には、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日を派

遣日とすることができる。 

（２）ＡＬＴ１名あたりの総派遣日数は、君津市の指定する１９０日（１年間）とする。た

だし、君津市の主催する研修、外国語教育推進行事等への派遣を行う場合は、教育委員

会と派遣事業者が協議の上、派遣日を増やすものとする。 

（３）原則として以下の休業日は配置を要さない日とする。 

   夏季・冬季休業中、年度末・年度初め休業中 

   ただし、研修及び外国語教育推進行事等、事前に双方の合意がある場合には、派遣日

とすることができる。 
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（４）就業時間は、午前８時００分から午後４時３０分まで、１日７時間４５分以内（休憩

時間４５分を除く）、１週間につき３８時間４５分以内とする。 

（５）各学校における派遣日は、教育委員会と派遣事業者との調整の上、決定する。また、

事前の協議の上、予定した派遣日時を変更することができる。勤務時間の割り振り、割

り振り変更については、学校運営の実情に応じ、教育委員会や配置校、派遣業務事業者

が調整を図りながら柔軟に対応することとする。 

 

７ 業務内容 

 （１）派遣事業者の業務 

   ア ＡＬＴ派遣とサポート 

    ・配置校に関する情報提供（学校の場所、通勤方法など） 

    ・事前研修の実施（指導法、ＩＣＴ活用法、服務についてなど） 

    ・定期研修の実施及び支援 

   イ 学校、教育委員会、ＡＬＴとの連絡調整、担当者の配置と学校サポート 

    ・学校への定期的な授業参観・ヒヤリングの実施 

    ・学校への定期的な業務アンケートの実施 

    ・ＡＬＴに係る学校からの要望等への対応 

   ウ 英語教育、国際理解教育に関するコンサルティング 

・児童生徒が１人１台端末を活用したマンツーマンオンライン英会話授業の提案     

と実施に向けたサポート（日程調整、接続補助） 

    ・オンラインＡＬＴを活用した授業支援と国際理解教育の実施 

   エ 学習指導要領に基づく年間指導計画・学習指導案の企画提案及び教材等に関する

情報提供と支援 

    ・学習指導要領の理解、教師とのティームティーチングや打合せの方法、その 

     他、業務遂行に必要な事項に係る研修 

    ・効果的な授業実践に関する支援及び情報提供 

   オ ＡＬＴの健康管理及び通院等のサポート 

カ 市独自の事業（イングリッシュ・デイ・キャンプ/英検二次対策など）の企画 

  運営、準備及び ALTの指導 

キ その他、教育委員会と合意した独自の新しい業務 

 

 （２）ＡＬＴの業務 

   ア 学習指導要領に基づく年間指導計画や学習指導案等について、配置校の教職員と

協力して授業を行う。 

     ・学級担任及び教科担当者等とティームティーチングの実施 

     ・授業内容の事前確認、打合せ、教材作成等授業の準備 

     ・場面を意識した言語活動の提案・実施 

     ・パフォーマンステスト等の実施と採点 
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   イ 英語教育・国際理解教育に係るレッスンプランの提案 

   ウ 学校行事や特別活動、総合的な学習の時間及び休み時間等における外国語指導及

び児童生徒との交流 

   エ 教育委員会主催の行事や研修における指導、準備及び参加の協力 

   オ 英語発表会や英語の外部試験受験者に対する指導 

  

 （３）コーディネーターＡＬＴの業務 

   ア コーディネーターＡＬＴは、教育委員会と連携を取りながら、市内の小中学校勤

務及び指導巡回を行う。 

   イ コーディネーターＡＬＴは派遣事業者、教育委員会、ＡＬＴ、教職員と連携を図

りながら、ニーズに合った指導計画や教材開発、教育委員会主催の行事や研修の

企画中心となる。 

   ウ コーディネーターＡＬＴ配置においては、教育委員会と派遣事業者で協議の上、

配置する。 

    

８ 業務の基本事項 

  上記７ 業務内容で定める業務の他、学校が定める基準や下記にあげるものに従い、業

務を行うものとする。 

 （１）個人情報の取り扱い 

    派遣事業者は、個人情報の適正管理に関して君津市個人情報保護条例の規定を遵守

し、個人情報を取り扱う場合には、その取り扱いに十分留意し、漏洩、滅失及び毀損

の防止、その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

 （２）守秘義務 

    派遣事業者は、事業を遂行するにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らした

り、自己の利益のために使用したりすることはできない。業務期間終了後も同様とす

る。 

 

９ ＡＬＴの条件 

  ＡＬＴは、次の（１）～（６）の要件を全て満たす者とする。 

 （１）英語を母語または母国語とし、又は、同等の能力を有し、標準的な英語の発音、リ

ズム、イントネーションができ、かつ指導ができる者 

 （２）業務の履行に必要な水準の資質・能力を有する者 

   ① 日本の学校教育システム及び外国語教育におけるＡＬＴの役割を理解している

こと 

   ② 積極的に生徒と交流し、熱意を持って指導にあたること 

   ③ 配置校において、他の職員と協調し、業務を遂行できること 

 （３）現地大学以上の教育機関を卒業し、適切な方法により日本に招聘された者 
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 （４）有効かつ本業務を履行するにあたり所持すべき適正な種別の就労ビザを有する者 

 （５）法令を遵守し、日本の習慣等を理解し、良識を持った行動・服装等、教育者として

ふさわしい資質を有している者 

 （６）学校で勤務するのに必要な健康診断・予防接種を受けており、心身共に健康で、 

職務に専念できる者 

 

１０ ＡＬＴの変更 

ＡＬＴに不適切な業務遂行がある場合や、児童生徒、教職員、教育委員会との関係が円

滑にいかない場合は、派遣事業者において適宜指導を行い、状況改善を図るものとする。

指導を加えても改善の見込みがない場合は、教育委員会、配置校、派遣事業者で協議の上、

交代させるものとする。その際の経費は派遣事業者側の負担とする。 

 

１１ 契約料 

 （１）契約料に含まれるもの 

    ＡＬＴへの報酬、配置先への交通費、コーディネーターＡＬＴの指導巡回のための

交通費、日当等の旅費、保険料、研修費その他諸経費及びＡＬＴ労務管理費などコン

サルタント料を含むものとする。 

 （２）支払い方法 

    支払いは月額払いを基本とする。 

 

１２ 損害賠償 

  派遣事業者は、本件契約の履行に関し、派遣事業者又はＡＬＴの責めに帰すべき事由に

より、教育委員会、学校又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものと

する。 

 

１３ その他 

  本仕様書に記載なき事項で疑義が生じた場合は、派遣事業者と教育委員会で協議の上、 

決定する。 


